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広島市原爆被害対策部援護課 

 

〔相談内容〕

被爆者の健康の保持及び福祉の向上を図るため、次のような相談に応じて

います。 

⑴ 健康、医療の相談 

⑵ 原爆関係諸手続の相談 

⑶ 生活等福祉の相談 

① 原爆養護ホームの入所、短期入所生活介護、日帰り介護の利用につ

いて 

② その他生活福祉について 

〔相談日時〕

月～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 

（祝・休日、８月６日及び年末年始を除きます。） 

〔相談方法〕

電話又は直接来所してください。 

TEL 504-2196（被爆者相談ダイヤル） 

また、各区厚生部地域支えあい課で同様の相談に応じています。 

〔相談料〕

無料 

〔所在地等〕

〒730-8586 中区国泰寺町一丁目 6-34 

 広島市役所本庁舎 3 階 


